
荷主と運送事業者のためのトラック運転者の長時間労働改善特別相談センター
（トラック相談センター）

 トラック運転者の労働時間削減に向けた労務管理・取引環境改善のため、荷主や運送事業者からの
相談に特化した相談窓口を設置（令和４年８月１日～）。

 運送業での知見や経験のある社労士等が相談やコンサルティングを行う。

トラック運送事業者
・ 来年４月からの中小企業の月60時
間超の割増賃金率施行への対応ができ
ていない。

・ 改正後の改善基準告示にも適応で
きるように、労務管理を見直したい。

・ 荷待ち時間の改善のため、荷役方
法の分析がしたい。また、分析を踏ま
えて荷主と交渉したいが不安がある。

助言・訪問コンサルティング等

労務管理上ネックとなる運転者の
労務管理の課題について相談

助言・交渉等への同席等

トラック運転者の長時間労働の
原因となる課題について相談

（発着・元請け）荷主
トラック運転者の自社における作業

効率化が求められているが、何をした
らいいか分からない。

相談・交渉

トラック相談センター

助言・訪問コンサルティング等

荷主の協力が必要な作業環境改善について相談

【相談窓口】
運送業での知見や経験のある社労士が、電話や

メールで事業者及び荷主からの相談を受け付ける。

【コンサルティング（労務管理改善）】
トラック運転者の労務管理について直接的な支

援を求める事業者に対して、労務管理コンサルタ
ントが改善提案を行う。

【コンサルティング（取引環境改善）】
（運送事業者）

荷主の協力等を求める事業者に対して、物流コ
ンサルタントが改善提案や、必要に応じて荷主企
業への訪問等を行う。

（荷主）
運送事業者のトラック運転者が長時間労働に

なっている原因となる課題の改善に取り組むにあ
たり直接的な支援を求める荷主に対して、物流
コンサルタントが改善提案を行う。
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訪問支援への対応事例（トラック相談センター）

【相談】運転者の長時間労働の改善が必要なのは理解しているが、どこから手をつければいいか分からない
【対応】長距離運転者の月間総拘束時間を短縮するため、フェリーの活用、長距離と地場の組み合わせ勤務によ

る拘束時間の平準化、荷待ち時間の短縮などに取り組むことが必要である旨等をアドバイス。

運送事業者Ａ社 労務管理の基本

【相談】改正後の改善基準告示や時間外労働の上限規制に対応するべくグループ会社全体の基本的な方針を作成
している。今後の取り組みについて含め客観的な視点でのアドバイスが欲しい。

【対応】改正後の改善基準告示の方向性や時間外労働の上限規制の制度概要などを説明。デジタコのデータ
チェックのポイントや社内規定等の整備の仕方等についてもアドバイス。

運送事業者Ｂ社 令和６年に向けた対応

【相談】工場での荷待ち時間の削減に取り組もうとしているが、取組案に対する客観的なアドバイス等が欲しい。
【対応】取組案に対してアドバイスを実施。また、C社の取組案が短期的な視点のものであったため、改善にお

ける長期的な視点として、商品オーダーや配送リードタイムなど全体での見直しが必要であること等を
アドバイス。

⇒ 今後、短期的な改善案について、現地に訪問し具体的なアドバイスを実施予定。

荷主企業Ｃ社 工場内の荷待ち時間削減

開設２か月間（９月末時点）で76件の相談を受付、さらに希望に応じ訪問支援も実施中。



（参考） トラック相談センター リーフレット






